
質問事項に対する回答書②

　(件名)　北陸自動車道　Ｒ５上越管内橋梁補修工事

番号 日付 資料の種類 ページ 章の番号等 質問事項 回答

競争参加要件設定調書および特記仕様書4-1(1)、4-2に記載のとおり、同種工事の施工経験を有する者が現場代理人のみで
ある場合、現場代理人は本工事に対応する建設業法の許可業種（土木工事業）に係る資格を有する必要があります。

ご質問の1級土木施工管理技士の資格については、上記業種（土木工事業）の許可要件となり得ますので、ご必要となる場合が
あります。詳細については、
国道交通省告示「建設業法第七条第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者」
のうち「土木工事業」の要件をご確認ください。

1
同種工事の施工経験のない監理技術者と、同種工事の施工経験のある現場代理人を配置する場
合、この現場代理人には、１級土木施工管理技士の資格は必要でしょうか。ご教示の程、宜しくお願

い致します。

競争参加要件
設定調書

入札公告
（説明書）

3月4日

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1972/26222000/26222000.html

